
第63期
招集ご通知
定時株主総会

萩原電気ホールディングス株式会社
証券コード7467

2020年６月26日（金曜日)
午前10時（受付開始：午前９時)

名古屋市東区東桜二丁目２番１号
高岳パークビル５階
当社本社会議室
※�末尾の「第63期定時株主総会会場ご案内図」をご参照�
ください。

日時

場所

◦新型コロナウイルス感染拡大防止のため、議決権の行使は郵送またはインターネット等
で行い、当日のご来場をお控えいただくようお願い申しあげます。
◦今後の状況により株主総会の運営に大きな変更が生じる場合は、�
当社ウェブサイト（https://www.hagiwara.co.jp/）にてお知らせ申しあげます。
◦本年は、お土産の配付はございませんので、ご理解のほど宜しくお願い申しあげます。
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株　主　各　位
名古屋市東区東桜二丁目２番１号
萩原電気ホールディングス株式会社
代表取締役社長 岩 井 三 津 雄

第63期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第63期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申
しあげます。
　近時、新型コロナウイルス感染拡大防止のため政府や都道府県知事から外出自
粛が要請される事態に至っております。この事態を受け、慎重に検討いたしまし
た結果、本株主総会につきましては、適切な感染防止策を実施させていただいた
上で、開催させていただくことといたしました。
　株主の皆様におかれましては、外出自粛が要請されている状況にも鑑み、感染
拡大防止の観点から、本株主総会につきましては、極力、書面またはインターネ
ット等により事前の議決権行使をいただき、株主様の健康状態にかかわらず、株
主総会当日のご来場をお控えいただくようお願い申しあげます。
　お手数ながら後記の「株主総会参考書類」をご検討くださいまして、３頁の「議
決権行使についてのご案内」に従って2020年６月25日（木曜日）午後６時まで
に議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。

敬　具

記

⒈ 日 時 2020年６月26日(金曜日)午前10時(受付開始：午前９時)
⒉ 場 所 名古屋市東区東桜二丁目２番１号　高岳パークビル５階

当社本社会議室
（末尾の「第63期定時株主総会会場ご案内図」をご参照ください）

　本年は、感染拡大防止のため、座席の間隔を拡げることから、ご用意できる席
数が例年より大幅に減少いたします。そのため、当日ご来場いただいても入場を
お断りする場合がございます。予めご了承のほど、よろしくお願い申しあげま
す。
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⒊ 目 的 事 項
報 告 事 項 ⒈第63期(2019年４月１日から2020年３月31日まで)

事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会
の連結計算書類監査結果報告の件

⒉第63期(2019年４月１日から2020年３月31日まで)
計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件
第２号議案 監査等委員である取締役４名選任の件

以　上

<株主様へのお願い>
・株主総会当日までの感染拡大の状況や政府等の発表内容等により上記対応を更

新する場合がございます。当社ウェブサイトより、発信情報をご確認ください
ますよう、併せてお願い申しあげます。
(https://www.hagiwara.co.jp/)

・会場受付付近で、株主様のための手指消毒用アルコールを設置いたします。
ご来場の株主様には手指消毒にご協力いただくとともに、マスクの持参・着用
をお願い申しあげます。

・会場入口付近で検温をさせていただき、発熱があると認められる方、体調不良
と思われる方、海外から帰国されてから14日間が経過していない方は、入場を
お断りし、お帰りいただく場合がございます。

・株主総会の登壇者及び運営スタッフは、検温を含め、体調を確認の上マスク着
用で応対をいたします。

・本総会において、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開催時間を短縮す
る観点から、議場における報告事項（監査報告を含みます）及び議案の詳細な
説明は一部省略させていただく予定としております。株主様におかれましては、
事前に招集通知にお目通しいただけますようお願い申しあげます。

・ショールームでの展示・お土産の配付はございませんので、ご理解のほど宜し
くお願い申しあげます。
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議決権行使についてのご案内
議決権は、以下の3つの方法により行使いただくことができます。

株主総会にご出席される場合
同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
※株主ではない代理人および同伴の方など、議決権を行使できる株主以外の方は、ご入場い

ただけませんのでご注意ください。（お身体の不自由な方の同伴等は除きます）

日 時 2020年 ６ 月26日（金曜日）

午前10時（受付開始：午前９時）
場 所 当社本社会議室

（末尾の「第63期定時株主総会会場ご案内図」をご参照ください）
郵送により議決権を行使される場合

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函くださ
い。

行使期限 2020年 ６ 月25日（木曜日）

午後６時到着分まで
インターネットにより議決権を行使される場合

パ ソ コ ン 、 ス マ ー ト フ ォ ン 又 は 携 帯 電 話 か ら 議 決 権 行 使 ウ ェ ブ サ イ ト
（https://www.web54.net）にアクセスし、同封の議決権行使書用紙に記載された「議決
権行使コード」及び「パスワード」をご入力いただき、画面の案内に従って議案に対する賛
否をご入力ください。

行使期限 2020年 ６ 月25日（木曜日）

午後６時まで
詳細は次頁をご参照ください。

以　上

◦ 当日ご出席の際は、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげ
ます。また、資源節約のため、議事資料として本冊子をご持参くださいますようお願い申しあげま
す。なお、受付開始時刻は、午前９時を予定しております。

◦ 株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正をすべき事情が生じた場合
は、インターネット上の当社ウェブサイト（https://www.hagiwara.co.jp/）において、修正後の
事項を掲載させていただきます。

◦ 本株主総会招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、次の事項につきましては、法令及び定款第
15条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（https://www.hagiwara.co.jp/）に
掲載しておりますので、本招集ご通知の添付書類には記載しておりません。従って、本招集ご通知
の添付書類は、監査報告を作成するに際し、監査等委員会及び会計監査人が監査をした書類の一部
であります。
1．連結計算書類の連結注記表
2．計算書類の個別注記表
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【インターネットによる議決権行使のご案内】
インターネットにより議決権を行使される場合は、あらかじめ次の事項をご了承いただきますよう、お願い申し
あげます。
１.議決権行使ウェブサイトについて

インターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の議決権行使ウェブサイトをご利用いただくことに
よってのみ可能です。

議決権行使ウェブサイトアドレス　https://www.
ウ ェ ブ 行 使
web54.net

２.議決権行使の方法について
(１)パソコン及び携帯電話をご利用の方

上記アドレスにアクセスいただき、同封の議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」及び「パス
ワード」をご利用になり、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
※バーコード読取機能付の携帯電話を利用して右の「ＱＲコード®」を読み取り、議決権

行使サイトに接続することも可能です。
（ＱＲコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です）

(２)スマートフォンをご利用の方
同封の議決権行使書用紙に記載された「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインＱＲコード®」
を読み取りいただくことにより、「議決権行使コード」及び「パスワード」が入力不要のスマートフォン用
議決権行使ウェブサイトから議決権を行使できます。
なお、一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合には、再度ＱＲコードを読み取り、議決権行使
書用紙に記載の「議決権行使コード」及び「パスワード」を入力いただく必要があります。

３.議決権行使のお取扱いについて
(１)議決権の行使期限は、2020年６月25日（木曜日）午後６時までとなっておりますので、お早めの行使をお

願いいたします。
(２)書面とインターネットにより、重複して議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議

決権行使としてお取扱いいたします。また、インターネットによって複数回数、またはパソコン・スマート
フォン・携帯電話で重複して議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお
取扱いいたします。

(３)議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダ及び通信事業者の料金（接続料金等）は、株主様
のご負担となります。

(４)パソコンのインターネットのご利用環境等によっては、議決権行使ウェブサイトがご利用できない場合があ
ります。

４.パスワード及び議決権行使コードのお取扱いについて
(１)パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情報です。印鑑や暗証番

号同様、大切にお取扱いください。
(２)パスワードは、一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行をご希望の場合は、画

面の案内に従ってお手続きください。
(３)議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本総会に限り有効です。

５.パソコン等の操作方法に関するお問い合わせ先について
(１)本サイトでの議決権行使に関するパソコン・携帯電話等の操作方法がご不明な場合は、下記にお問い合わせ

ください。
三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート　専用ダイヤル

［電話］　0120（652）031　（受付時間　9:00～21:00）
(２)その他のご照会は、以下の問い合わせ先にお願いいたします。

ア．証券会社に口座をお持ちの株主様
証券会社に口座をお持ちの株主様は、お取引の証券会社宛にお問い合わせください。

イ．証券会社に口座のない株主様（特別口座をお持ちの株主様）
三井住友信託銀行　証券代行事務センター

［電話］　0120（782）031　（受付時間　9:00～17:00 土日休日を除く）

６.議決権電子行使プラットフォームについて
管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人様を含みます）につきましては、株式会社ICJが運営する議決権電
子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合には、議決権行使にあたり、当該プラットフォーム
をご利用いただけます。

以　上
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株主総会参考書類

第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件
　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ）全
員（４名）は本総会終結の時をもって任期満了となります。
　また、取締役福嶋洋二氏は、2019年９月12日に逝去されました。
　つきましては、取締役５名の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされた結果、指摘
すべき点はない旨の報告を受けております。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番　号

氏　　　名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

１

い わ

岩
 

　
い

井
 

　
み

三
つ

津
お

雄
(1953年７月３日生)

1976年 ４月 当社入社

18,338株

1997年12月 当社第三部品営業部長
2000年10月 当社第二部品営業部長

当社メモリー販売部長
2001年 ７月 当社第二デバイス営業部長
2003年 ７月 当社デバイス事業本部副本部長
2005年 ６月 当社取締役就任

当社統括役員
当社デバイス事業本部長

2006年 ６月 当社常務取締役就任
当社総括役員（事業本部担当）

2006年10月 萩原電気貿易（上海）有限公司董事長
就任

2008年 ４月 当社総括役員（第一デバイス事業本
部・ソリューション事業本部・電子応
用事業本部・海外統括部）

2009年 ４月 当社社長補佐
当社ソリューションビジネスユニッ
ト長
当社海外統括部担当

2009年 ６月 当社専務取締役就任
2011年 ６月 当社代表取締役社長就任（現任）

取締役候補者とした理由
長年にわたりデバイス事業を牽引し、取締役就任後はソリューション事
業、海外事業等の幅広い事業も担当し、優れた先見性とリーダーシップ
を発揮して取締役社長として当社の経営全般を指揮しており、今後も、
その能力・経験を当社で活かすことができると考え、取締役としての選
任をお願いするものであります。
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候補者
番　号

氏　　　名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

２

し ら

白
 

　
き

木
 

　
か ず

一
 

　
な り

成
(1957年９月11日生)

1982
2002
2004

2006

2008
2009

2011

2012
2018

2019

年
年
年

年

年
年

年

年
年

年

４
６
７

６

６
４

７

６
４

４

月
月
月

月

月
月

月

月
月

月

当社入社
当社第二ソリューション営業部長
当社ソリューション事業本部副本部
長
当社執行役員
当社ソリューション事業本部長
当社取締役就任
当社ソリューションビジネスユニッ
ト副ビジネスユニット長
当社ソリューション事業部長
当社ソリューションビジネスユニッ
ト長
当社常務取締役就任
萩原テクノソリューションズ株式会
社代表取締役社長就任（現任）
当社専務取締役就任（現任）

8,903株

（重要な兼職の状況）
萩原テクノソリューションズ株式会社代表取締役社長

取締役候補者とした理由
長年にわたるソリューション事業の業務経験を有し、取締役就任後にお
いても、当社における経営に関する知識・知見を基盤に職責を果たして
おり、今後も、その能力・経験を当社で活かすことができると考え、取
締役としての選任をお願いするものであります。

３

は ぎ

萩
 

　
わ ら

原
 

　
と も

智
 

　
あ き

昭
(1973年２月20日生)

1997

2008
2011
2012
2013
2014
2014
2017
2018
2019

2020

年

年
年
年
年
年
年
年
年
年

年

３

５
７
10
10
６
７
６
４
４

４

月

月
月
月
月
月
月
月
月
月

月

株式会社サガミチェーン（現株式会社
サガミホールディングス）入社
当社入社
当社第二デバイス事業部専任部長
当社第三デバイス事業部専任部長
当社海外事業部専任部長
当社取締役就任
当社総括役員（経営企画本部）
当社常務取締役就任（現任）
当社経営企画総括
萩原テクノソリューションズ株式会
社取締役副社長就任
当社財経本部総括（現任）

336,400株

取締役候補者とした理由
当社のデバイス事業、ソリューション事業、管理系業務の経験を有し、
取締役就任後においては、その経験に基づき中期経営計画策定等に携わ
っており、今後も、その能力・経験を当社で活かすことができると考え、
取締役としての選任をお願いするものであります。
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候補者
番　号

氏　　　名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

４

※
や ま

山
 

　
だ

田
 

　
ふ み

文
 

　
ひ こ

彦
(1960年10月２日生)

1984
2004
2007
2008

2011
2015

2020

年
年
年
年

年
年

年

４
7
7
６

7
６

４

月
月
月
月

月
月

月

当社入社
当社経営企画部長
当社管理本部副本部長
当社執行役員
当社経営企画本部長
当社社長室長
当社上席執行役員
当社経営企画本部担当
当社常務執行役員（現任）

3,900株

取締役候補者とした理由
デバイス事業及び管理系業務の豊富な経験を有し、執行役員就任後にお
いても、中期経営計画策定等を推進しており、今後も、その能力・経験
を当社で活かすことができると考え、取締役としての選任をお願いする
ものであります。

５

※
き

木
 

　
む ら

村
 

　
も り

守
 

　
た か

孝
(1967年１月30日生)

2007
2011
2011

2012

2014
2015
2018

2020

年
年
年

年

年
年
年

年

１
１
4

10

７
６
４

４

月
月
月

月

月
月
月

月

日本オラクル株式会社入社
当社入社 海外統括部海外部長
Hagiwara America, Inc. 最高経営
責任者兼社長就任
Hagiwara Electric Europe GmbH 
代表取締役社長就任
当社第一デバイス事業部長
当社執行役員
萩原エレクトロニクス株式会社取締
役就任（現任）
当社常務執行役員（現任）
萩原テクノソリューションズ株式会
社取締役就任（現任）

1,200株

（重要な兼職の状況）
萩原エレクトロニクス株式会社取締役
萩原テクノソリューションズ株式会社取締役

取締役候補者とした理由
長年にわたるデバイス事業の業務経験を有し、事業会社取締役として
も、新事業に関する取り組みを推進するなど、今後も、その能力・経験
を当社で活かすことができると考え、取締役としての選任をお願いする
ものであります。

(注)　１　※印は、新任の取締役候補者であります。
　２　各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
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第２号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
　監査等委員である取締役全員（４名）は、本総会終結の時をもって任期満
了となります。
　つきましては、監査等委員である取締役４名の選任をお願いするものであ
ります。
　なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
　監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番　号

氏　　　名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

１

み や

宮
 

　
も と

本
 

　
け い

敬
 

　
ぞ う

三
(1958年７月29日生)

1979年 ４月 当社入社

10,700株

2004年 ４月 当社総務部長
2006年 ６月 当社執行役員

当社管理本部副本部長
2008年 ６月 当社管理本部長
2011年 ７月 当社総務人事本部長
2018年 ６月 当社取締役（監査等委員）就任（現

任）
監査等委員である取締役候補者とした理由
長年にわたり管理部門の業務経験があり、また海外子会社の監査役とし
ての実務経験も有しており、その能力・経験を当社の監査・監督機能に
活かすことができると考え、監査等委員である取締役としての選任をお
願いするものであります。

２

つ じ

辻
 

　
な か

中
 

　
 

　
 

　
おさむ

修
(1953年10月13日生)

1989年10月 太田昭和監査法人入所

7,000株

1993年 ３月 公認会計士登録
1997年 ４月 公認会計士辻中修事務所開設（現在

に至る）
2006年 ６月 当社社外監査役就任
2016年 ６月 当社社外取締役（監査等委員）就任

（現任）
監査等委員である取締役候補者とした理由
公認会計士としての専門知識及び経験を、当社の監査・監督機能強化の
ために活かしていただくため、監査等委員である社外取締役としての選
任をお願いするものであります。
なお、同氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与され
た経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を
適切に遂行していただけるものと判断しております。

３

か わ

川
 

　
わ き

脇
 

　
き

喜
く

久
お

雄
(1948年５月10日生)

1976年11月 中日監査法人入所

0株

1982年 ３月 公認会計士登録
2000年 ４月 中央青山監査法人代表社員
2007年 ７月 新日本監査法人シニアパートナー
2010年 １月 川脇喜久雄公認会計士事務所開設

（現在に至る）
2015年 ６月 当社社外取締役就任
2016年 ６月 当社社外取締役（監査等委員）就任

（現任）
監査等委員である取締役候補者とした理由
監査法人での長年の経験と見識を、当社の監査・監督機能強化のために
活かしていただくため、監査等委員である社外取締役としての選任をお
願いするものであります。
なお、同氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与され
た経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を
適切に遂行していただけるものと判断しております。
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候補者
番　号

氏　　　名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

４

は や

早
 

　
か わ

川
 

　
ひ さ

尚
 

　
し

志
(1976年１月16日生)

2007年 ９月 弁護士会登録
（愛知県弁護士会所属）
大島真人法律事務所入所

0株

2011年 ７月 早川尚志法律事務所開設
2012年 ２月 弁護士法人 啓明総合法律事務所パ

ートナー
2016

2018

年

年

７

６

月

月

啓明総合法律事務所を弁護士法人
さくら合同に改組（現在に至る）
当社社外取締役（監査等委員）就任
（現任）

監査等委員である取締役候補者とした理由
弁護士としての専門知識及び経験を、当社の監査・監督機能強化のため
に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役としての選任を
お願いするものであります。
なお、同氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与され
た経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を
適切に遂行していただけるものと判断しております。

(注)　１　各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２　辻中　修、川脇喜久雄及び早川尚志の三氏は社外取締役候補者であります。
３　辻中　修及び川脇喜久雄の両氏は、現在、当社の監査等委員である社外取締役で

ありますが、両氏の在任期間は、本総会終結の時をもって４年となります。な
お、両氏は、過去に当社の業務執行者でない役員であったことがあります。

４　早川尚志氏は、現在、当社の監査等委員である社外取締役でありますが、同氏の
在任期間は、本総会終結の時をもって２年となります。

５　当社は、辻中　修、川脇喜久雄および早川尚志の三氏と会社法第427条第１項の
規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結してお
ります。当該契約に基づく損害賠償の限度額は、同法第425条第１項に定める最
低責任限度額としており、三氏の再任が承認された場合は、三氏と当該契約を継
続する予定であります。

６　当社は、辻中　修、川脇喜久雄及び早川尚志の三氏を東京証券取引所及び名古屋
証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。三氏の再任が承認
された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。

以　上
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（添 付 書 類）
事　 業　 報　 告

(2019年 4 月 1 日から
2020年 3 月31日まで)

⒈　企業集団の現況に関する事項
⑴　事業の経過及び成果

＜全般的状況＞
　当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用環境や企業収益の改善などに
より緩やかな回復基調で推移していたものの、会計年度末には新型コロナウ
イルス感染症拡大の影響で急速に減速しました。一方、海外経済も、同様に
新型コロナウイルス感染症が急速に拡大した影響で経済活動が停滞し、先行
きが見通せない状況となっております。
　このような環境のもと、当社グループの主要ユーザーである自動車関連企
業では、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う世界的な減産の影響が第４四
半期であったことから、当連結会計年度のワールドワイドでの自動車生産に
おいては微減となりました。
　当社グループにおきましては、総力をあげて売上高の伸長に努めるととも
に、継続的なコスト抑制を推進し、収益の維持に努めてまいりました。
　この結果、当連結会計年度の売上高は1,282億６百万円（前期比7.7％増）
となり、営業利益は41億73百万円（前期比3.4％減）、経常利益は40億93
百万円（前期比4.3％減）、親会社株主に帰属する当期純利益は27億16百万
円（前期比3.2％減）となりました。

　セグメントの業績は、次のとおりです。
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＜セグメントの状況＞
（デバイス事業）

　デバイス事業におきましては、電子制御が進む自動車向
けシステムＬＳＩなどの半導体や電子部品の販売及び技術
支援、組込システムのＰｏＣ（概念実証）開発支援や受託
開発事業を行っております。
　当連結会計年度におきましては、第４四半期には新型コ

95,692

第62期

103,700

第63期

売上高（単位：百万円）

ロナウイルス感染症拡大による自動車生産台数減少の影響を受けたものの、
全体としては自動車生産台数が国内生産を中心に堅調に推移したことや、先
進運転支援システム搭載車両や電動車両の各納入部品の需要が増加した結
果、デバイス事業の売上高は、1,037億円（前期比8.4％増）、営業利益は26
億74百万円（前期比6.8％減）となりました。

（ソリューション事業）
　ソリューション事業におきましては、ＩＴ機器、組込機
器及び計測機器の販売からＩＴプラットフォーム基盤構築
及びＩｏＴシステムの提案に加え、ＦＡシステムや特殊計
測システムの設計・製造・販売及び産業用コンピュータの
開発・製造・販売を行っております。
　当連結会計年度におきましては、主要顧客企業の情報化

23,328

第62期

24,505

第63期

売上高（単位：百万円）

投資需要や設備投資需要を的確に捉えた営業活動を展開するとともに、積極
的な提案活動を実施した結果、会計年度末には新型コロナウイルス感染症拡
大による設備投資・情報化投資抑制の影響を受けたものの、ＩＴ分野、組込
分野、計測分野ともに堅調に推移し、ソリューション事業の売上高は245億
５百万円（前期比5.0％増）、営業利益は14億98百万円（前期比3.4％増）
となりました。

⑵　設備投資の状況
　特記すべき事項はありません。

⑶　資金調達の状況
　当社は今後の事業規模拡大に伴う資金需要に対し、機動的かつ安定的な資
金調達枠を確保することを目的として、株式会社三菱ＵＦＪ銀行をアレンジ
ャーとする総額50億円のコミットメントライン契約を締結しております。
なお、当連結会計年度末における借入実行残高はありません。
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⑷　財産及び損益の状況

区　　　　　分
第60期

( 2016年 4 月 1 日から
2017年 3 月31日まで )

第61期

( 2017年 4 月 1 日から
2018年 3 月31日まで )

第62期

( 2018年 4 月 1 日から
2019年 3 月31日まで )

第63期
(当連結会計年度)

( 2019年 4 月 1 日から
2020年 3 月31日まで )

売 上 高(百万円) 101,755 112,249 119,021 128,206
経 常 利 益(百万円) 3,055 3,587 4,275 4,093
親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益(百万円) 2,198 2,540 2,806 2,716
１株当たり当期純利益(円) 269.12 310.45 319.72 307.45
総 資 産(百万円) 52,370 57,688 63,179 68,293
純 資 産(百万円) 25,681 28,880 33,449 35,114
１株当たり純資産(円) 3,160.68 3,393.75 3,557.48 3,737.88

101,755

第60期

112,249

第61期

119,021

第62期

128,206

第63期

（単位：百万円）売上高

第60期

3,055

第61期

3,587

第62期

4,275

第63期

4,093

（単位：百万円）経常利益

第60期

2,198

第61期

2,540

第62期

2,806

第63期

2,716

（単位：百万円）親会社株主に帰属する当期純利益

第60期

52,370

25,681

第61期

57,688

28,880

第62期

63,179

33,449

第63期

68,293

35,114

（単位：百万円）総資産/純資産

第60期

269.12

第61期

310.45

第62期

319.72

第63期

307.45

（単位：円）１株当たり当期純利益

第60期

3,160.68

第61期

3,393.75

第62期

3,557.48

第63期

3,737.88

（単位：円）１株当たり純資産
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⑸　対処すべき課題
　当社グループを取り巻く環境は、世界規模での業界の垣根を超えた新たな
ビジネスモデル創出の動きやＩｏＴ・人工知能の活用といった新しい技術の
台頭など、環境変化が激しい状況となっております。

　このような事業環境の中、環境変化への対応力を高め、グループ全体の企
業価値を最大化するために、各事業会社と持株会社がそれぞれの役割を適切
に果たし、グループ一体となって、次の課題に取り組んでまいります。
①デバイス事業におきましては、次世代自動車動向、半導体・電子部品の将

来動向を見極めたうえで、競争優位な得意先、仕入先、セット、商材を選
択し、そこに経営リソースを集中することにより、クルマ社会の変革期を
支えるとともに、常に新しい領域を追求してまいります。

②ソリューション事業におきましては、ＩＴ、組込、計測の各事業に投入す
る経営リソースを、外部環境に合わせて柔軟に組み替えながら、最適なバ
ランスで事業を拡大させていくとともに、３事業を融合させることにより
ＩｏＴ事業の拡大に取り組んでまいります。
また、関東、関西エリアにおいて事業領域を広げることにより、ビジネス
を拡大してまいります。

③変化する事業環境と顧客ニーズを的確にとらえ、新規商材の拡大に取り組
むとともに、デバイス事業では、当社グループの得意とする画像処理技術
を応用した新たなソリューションの事業展開、ソリューション事業ではパ
ートナーとの連携によるＡＩ／ＩｏＴ分野でのサービスの拡大など新たな
領域でのビジネス拡大に取り組んでまいります。

④今後伸長が期待できるソフトウェア事業においては、車載ソフトウェアに
対する顧客ニーズが高まっており、萩原北都テクノ株式会社の車載組込ソ
フトウェア検証・カスタマイズ開発事業が拡大しております。引き続き社
内体制の整備を進めるとともに、活動領域の拡大にも取り組んでまいりま
す。

⑤海外事業におきましては、2019年11月に現地法人化しましたインドを含
めて、日本を起点に北米・欧州・アジアの世界４極８拠点での活動を展開
しております。従来どおり、当社グループのお客様の海外拠点対応を中心
とした活動が最重要ですが、それに加えて、海外拠点独自の得意先、仕入
先の拡大に取り組んでまいります。

⑥コンプライアンス遵守の徹底を最優先事項として継続するとともに、ガバ
ナンス経営を強化し、内部統制・情報セキュリティ確保の徹底に取り組ん
でまいります。

　株主の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご支援ご鞭撻を賜ります
よう心からお願い申しあげます。
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⑹　主要な事業内容（2020年３月31日現在）
①デバイス事業

集積回路・半導体・一般電子部品の販売を行っております。
②ソリューション事業

電子機器の販売及びＦＡ機器の製造販売を行っております。
⑺　主要な事業所（2020年３月31日現在）

①当　社
名　　　称 所　在　地

萩 原 電 気 ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社 本 社 （ 愛 知 県 名 古 屋 市 ）

②子会社
名　　　称 所　在　地

萩 原 エ レ ク ト ロ ニ ク ス 株 式 会 社
本 社 （ 愛 知 県 名 古 屋 市 ）
関 西 支 店 （ 大 阪 府 大 阪 市 ）
三 好 物 流 セ ン タ ー （ 愛 知 県 み よ し 市 ）

萩 原 テ ク ノ ソ リ ュ ー シ ョ ン ズ 株 式 会 社

本 社 （ 愛 知 県 名 古 屋 市 ）
東 京 支 店 （ 東 京 都 港 区 ）
関 西 支 店 （ 大 阪 府 大 阪 市 ）
日 進 事 業 所 （ 愛 知 県 日 進 市 ）
九 州 駐 在 （ 福 岡 県 福 岡 市 ）
豊 田 物 流 セ ン タ ー （ 愛 知 県 豊 田 市 ）

萩 原 北 都 テ ク ノ 株 式 会 社 本 社 （ 愛 知 県 名 古 屋 市 ）
札 幌 オ フ ィ ス （ 北 海 道 札 幌 市 ）

株 式 会 社 ク ロ ス ベ ー ス 本 社 （ 愛 知 県 名 古 屋 市 ）

S i n g a p o r e  H a g i w a r a  P t e .  L t d . シ ン ガ ポ ー ル 共 和 国

H a g i w a r a  A m e r i c a ,  I n c . ア メ リ カ 合 衆 国

萩 原 貿 易 ( 上 海 ) 有 限 公 司 中 華 人 民 共 和 国

萩 原 電 気 韓 国 株 式 会 社 大 韓 民 国

H a g i w a r a  E l e c t r i c  E u r o p e  G m b H ド イ ツ 連 邦 共 和 国

H a g i w a r a  E l e c t r i c  (T h a i l a n d)  C o . ,  L t d . タ イ 王 国

Hagiwara Electronics India Private Limited イ ン ド 共 和 国
(注)　１　2019年４月１日に萩原エレクトロニクス株式会社関西支店を開設いたしました。

　２　2019年11月26日にHagiwara Electronics India Private Limitedを設立いたしまし
　た。
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⑻　従業員の状況（2020年３月31日現在）
区　　　　　　　　　　分 従 業 員 数 前 期 末 比 増 減

デ バ イ ス 事 業 306（36）名 30名増（5名増）

ソ リ ュ ー シ ョ ン 事 業 200（19）名 6名増（2名増）

全 社 （ 共 通 ） 79（ 4）名 5名増（1名増）

合　　　　　　　　　　計 585（59）名 41名増（8名増）
(注)　１　従業員数には、当社グループから他社への出向者８名を除き、他社から当社グルー

プへの出向者１３名を含んでおります。
２　臨時雇用者数は、期末人員を（　）外数で記載しております。

⑼　主要な借入先（2020年３月31日現在）
借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 2,911 百万円

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 2,706
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 2,000
株 式 会 社 名 古 屋 銀 行 980
株 式 会 社 愛 知 銀 行 800
株 式 会 社 中 京 銀 行 500
日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 500
三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 300
株 式 会 社 横 浜 銀 行 225
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⑽　重要な子会社の状況
会　　　社　　　名 資　本　金 議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

百万円 ％
デ バ イ ス 事 業萩 原 エ レ ク ト ロ 二 ク ス 株 式 会 社 1,310 100.0

百万円 ％
ソ リ ュ ー シ ョ ン 事 業萩 原 テ ク ノ ソ リ ュ ー シ ョ ン ズ 株 式 会 社 310 100.0

百万円 ％
デ バ イ ス 事 業萩 原 北 都 テ ク ノ 株 式 会 社 45 66.6

百万円 ％
デ バ イ ス 事 業株 式 会 社 ク ロ ス ベ ー ス 70 100.0

千SGD ％

デ バ イ ス 事 業

ソ リ ュ ー シ ョ ン 事 業

Singapore Hagiwara Pte. Ltd. 500 100.0
千USD ％

Hagiwara America,  Inc . 2,500 100.0
千USD ％

萩 原 貿 易 (上 海 )有 限 公 司 5,300 100.0
千KRW ％

萩 原 電 気 韓 国 株 式 会 社 2,613,585 100.0
千EUR ％

Hagiwara Electric Europe GmbH 500 100.0
千THB ％

Hagiwara Electric (Thailand) Co., Ltd. 31,500 100.0
千INR ％

Hagiwara Electronics India Private Limited. 10,000 100.0

(注)　議決権比率は間接保有を含んでおります。

⑾　その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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⒉　株式に関する事項（2020年３月31日現在）
⑴ 発行可能株式総数 16,000,000株
⑵ 発行済株式の総数 9,018,000株（自己株式181,576株を含む）
⑶ 株 主 数 3,143名
⑷ 大 株 主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
株 ％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 809,000 9.16

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 567,700 6.42

有 限 会 社 ス タ ニ イ 495,250 5.60
ＢＢＨ ＦＯＲ ＦＩＤＥＬＩＴＹ ＰＵＲＩＴＡＮ ＴＲ： ＦＩＤＥＬＩＴＹ
ＳＲ ＩＮＴＲＩＮＳＩＣ ＯＰＰＯＲＴＵＮＩＴＩＥＳ ＦＵＮＤ 350,000 3.96

萩 原 智 昭 336,400 3.81

萩 原 義 昭 248,175 2.81

萩 原 電 気 従 業 員 持 株 会 236,474 2.68

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 232,500 2.63

名 古 屋 中 小 企 業 投 資 育 成 株 式 会 社 230,000 2.60
資 産 管 理 サ ー ビ ス 信 託 銀 行 株 式 会 社

（証券投資信託口) 218,500 2.47
(注)　持株比率は、自己株式を控除して計算しております。

⒊　新株予約権等に関する事項
　該当事項はありません。
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⒋　会社役員に関する事項
⑴　取締役の状況（2020年３月31日現在）

会 社 に お け る 地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

取締役社長(代表取締役) 岩　井　三津雄

専 務 取 締 役 森 　 武 彦 萩原エレクトロニクス株式会社
代表取締役社長

専 務 取 締 役 白 木 一 成 萩原テクノソリューションズ株式会社
代表取締役社長

常 務 取 締 役 萩 原 智 昭 萩原テクノソリューションズ株式会社
取締役副社長

取締役（監査等委員・常勤） 宮 本 敬 三

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ） 辻 中 　 修 公認会計士

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ） 川　脇　喜久雄 公認会計士

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ） 早 川 尚 志 弁護士

(注)　⒈　取締役（監査等委員）辻中　修、川脇喜久雄及び早川尚志の三氏は、社外取締役
であります。

⒉　取締役（監査等委員）辻中　修及び川脇喜久雄の両氏は、公認会計士の資格を有
しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

⒊　取締役（監査等委員）辻中　修、川脇喜久雄及び早川尚志の三氏を東京証券取引
所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け
出ております。

⒋　監査等委員会は情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて
監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、宮本敬三氏を常勤の監
査等委員として選定しております。

⒌　当事業年度中の取締役の異動は次のとおりであります。
・2019年６月27日開催の第62期定時株主総会終結の時をもって、取締役副社長

の三浦芳彦氏は任期満了につき退任いたしました。
・2019年９月12日に取締役副社長の福嶋洋二氏は逝去により退任いたしました。

⒍　当社では経営環境の変化に的確に対応し業務遂行の迅速化と効率化を図るため、
執行役員制度を導入しております。
執行役員は山田文彦、平川佳弘、佐橋　融及び佐藤達人の四氏で構成されており
ます。
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⑵　責任限定契約の内容の概要
　当社と各社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423
条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める
最低責任限度額としております。

⑶　取締役の報酬等の総額

区　　分 報酬等の総額

報 酬 等 の 種 類 別 の 総 額 お よ び 対 象 員 数

金 銭 報 酬 株 式 報 酬

総額 対象員数 総額 対象員数

取締役（監査等委員を除く）
（うち社外取締役）

１７５百万円
（ー）

１６０百万円
（ー）

６名
（ー）

１５百万円
（ー）

６名
（ー）

取締役（監査等委員）
（うち社外取締役）

３４百万円
（１９百万円）

３４百万円
（１９百万円）

４名
（３名）

ー
（ー）

ー
（ー）

合　　計
（うち社外取締役）

２１０百万円
（１９百万円）

１９４百万円
（１９百万円）

１０名
（３名）

１５百万円
（ー）

６名
（ー）

(注)　⒈　報酬の対象員数には、2019年６月27日付にて退任した取締役（監査
等委員を除く）1名および2019年９月12日に逝去により退任した取締
役（監査等委員を除く）1名を含めております。

⒉　取締役（監査等委員を除く）の報酬等の額は、2016年６月29日開催
の第59期定時株主総会において年額500百万円以内（ただし、使用人
分給与は含まない。）と決議されております。また、上記報酬枠の範
囲内で、2018年６月28日開催の第61期定時株主総会において、譲渡
制限付株式報酬制度を導入し、その報酬額は年額100百万円以内と決
議されております。

⒊　取締役（監査等委員を除く）の報酬等の額には、当事業年度に計上し
た役員賞与引当金繰入額33百万円が含まれております。

⒋　取締役（監査等委員）の報酬等の額は、2016年６月29日開催の第59
期定時株主総会において年額80百万円以内と決議されております。

⒌　株式報酬の総額は、当事業年度に費用計上した金額であります。
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⑷　社外役員に関する事項
①重要な兼職先と当社との関係

該当事項はありません。

②当事業年度における主な活動状況
区 分 氏 名 主　　な　　活　　動　　状　　況

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 辻 中 　 修

当事業年度開催の取締役会17回全てに出席
し、主に公認会計士としての専門的見地から、
取締役会において、取締役の意思決定の妥当
性・適正性を確保するための発言を行っており
ます。
また、当事業年度開催の監査等委員会15回全
てに出席し、監査結果についての意見交換等、
専門的見地から発言を行っております。

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 川 　脇　 喜 久 雄

当事業年度開催の取締役会17回全てに出席
し、主に公認会計士としての専門的見地から、
取締役会において、取締役の意思決定の妥当
性・適正性を確保するための発言を行っており
ます。
また、当事業年度開催の監査等委員会15回全
てに出席し、監査結果についての意見交換等、
専門的見地から発言を行っております。

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 早 川 尚 志

当事業年度開催の取締役会17回全てに出席
し、主に弁護士としての専門的見地から、取締
役会において、取締役の意思決定の妥当性・適
正性を確保するための発言を行っておりま
す。
また、当事業年度開催の監査等委員会15回全
てに出席し、監査結果についての意見交換等、
専門的見地から発言を行っております。
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ご参考
　当社では「社外取締役の選任及び独立性に関する基準」を定め、基準を満た
す社外取締役を独立役員として選定しております。
＜社外取締役の選任基準の概要＞
　会社法上の社外性要件に加え、誠実な人格、高い見識と能力、広範な知識と
経験及び実績を有していること。
＜社外役員の独立性基準の概要＞
　社外取締役のうち、以下のいずれにも該当しない者は独立性を有すると判断
する。

①当社の主要株主又はその業務執行者
②当社を主要な取引先（直近事業年度の連結売上高２％超）とする者又はそ

の業務執行者である者
③当社の主要な取引先（直近事業年度の連結売上高２％超）又はその業務執

行者である者
④当社グループの会計監査人又はその社員等として監査業務を担当している

者
⑤当社から役員報酬以外に、年間５百万円を超える多額の金銭その他の財産

を得ている弁護士、司法書士、弁理士、公認会計士、税理士、コンサルタ
ント等

⑥当社の主要借入先又はその業務執行者である者
⑦過去10年間において、上記①～⑥のいずれかに該当していた者
⑧その他当社と利益相反関係が生じうる等、独立性を有する社外役員として

職務を果たすことができない特段の理由を有している者
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⒌　会計監査人に関する事項
⑴　名称

有限責任 あずさ監査法人
⑵　報酬等の額

支　払　額
イ．当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 24百万円
ロ．当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他

の財産上の利益の合計額 31百万円

(注)　⒈　当社の重要な子会社のうち、Singapore Hagiwara Pte. Ltd.､Hagiwara America, 
Inc.、萩原貿易（上海）有限公司、萩原電気韓国株式会社及びHagiwara Electric 
(Thailand) Co., Ltd.は、当社の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人の監査を
受けております。

⒉　当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取
引法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておりませんので、上記「イ．当事業
年度に係る会計監査人の報酬等の額」には金融商品取引法に基づく監査の報酬等
の額を含めて記載しております。

⒊　監査等委員会は、会計監査人からの監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及
び報酬見積りの算出根拠等について必要な検証を行ったうえで、報酬等の額は妥
当と判断し、同意を行っております。

⑶　非監査業務の内容
　当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業
務（非監査業務）として、会計基準対応支援業務についての対価を支払って
おります。

⑷　解任又は不再任の決定の方針
　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要
があると判断した場合に、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任
に関する議案の内容を決定いたします。
　また、会計監査人が会社法第340条に定める項目に該当する場合は、監査
等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委
員会が選定した監査等委員は解任後最初に招集される株主総会において、会
計監査人を解任した旨とその理由を報告いたします。
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⒍　業務の適正を確保するための体制についての決議内容の概要
　当社が業務の適正を確保するための体制として取締役会において決議した内
容は次のとおりであります。
⑴　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する

ための体制
・当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合す

ることを確保するため、「萩原電気グループ企業行動憲章」及び「萩原電
気グループ企業行動規範」を制定し、その運用に努めるとともに、継続的
なコンプライアンス教育・啓蒙を行う。

・コンプライアンスや内部管理体制の適切性・有効性を定期的に検証し、問
題点の改善・是正を行うために、取締役をグループ内部統制統括責任者に
選任し、内部統制全般の適切な整備・運用を行う。グループ内部統制統括
責任者は、グループ環境管理委員会・グループ情報セキュリティ委員会・
グループリスク対策を統括・管理するとともに、他の委員会等を通じて社
内の情報収集を行い、会社の内部統制体制の有効性の確保を図っていく。

・コンプライアンス体制の強化を目的として、企業倫理ホットラインを設置
する。

⑵　当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社グループのコーポレート・ガバナンス強化のために、取締役会におい

て会社全体で取り組むべき課題（社会的責任・リスク対策）の方針を決定
する。グループ内部統制統括責任者はその方針に沿って、主管部署を指示
しリスク管理規程をはじめとする関連規程の整備・運用等、当社のリスク
マネジメント体制の充実と強化を図っていく。

・当社グループの情報セキュリティのシステム確立とその推進を図るための
委員会組織としてグループ情報セキュリティ委員会を設け、情報セキュリ
ティ基本規程、情報セキュリティ運用基準書をはじめとする関連規程、ガ
イドライン、マニュアルなどの整備を進める。

⑶　当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体
制

・業務の執行が法令及び定款に適合するとともに、業務の適正と効率性の確
保を目的として、組織や業務分掌をはじめとする社内規程を定め業務を執
行する。これらの規程は、法令の改廃や業務の見直し等、必要のある場合
に随時見直しを行うものとする。

・業務執行部門から独立した取締役社長直轄の内部監査部門を設置し、各部
門の業務プロセス等をチェックし、不正の防止とプロセスの改善に努める。

・グループ内部統制統括責任者のもと、関連部署が主管となり当社グループ
のガバナンス強化取り組みを円滑かつ効果的に推進することを目的とする
内部統制規程を制定し、内部統制システムの整備と強化を進める。
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・関係会社管理規程を始めとする企業集団の業務適正確保の為の規程を定め、
事業規模に応じ当社と同様のコーポレート・ガバナンス体制及び内部統制
システムの構築を推進し、上記取組みが企業集団として機能するように必
要・適切な管理を行う。

⑷　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役は、その職務の執行に係る情報及び文書の取り扱いについて、社内

規程を定めるとともに、その規程の定めに基づき、適切に保存し管理を行
う。社内規程は法令の改廃等、必要のある場合に随時見直しを行うものと
する。

⑸　当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する
ための体制

・取締役は、合理的かつ効率的な職務執行を確保するために、職務の役割分
担を定めるとともに、取締役会規程や職務権限に基づき業務を執行する。

・業務執行の迅速化と効率化を目的として、事業子会社への権限の委譲を図
り、委譲を受けた事業子会社の取締役は、組織規程をはじめとする社内規
程の定めに基づき業務を執行する。

・当社で毎月開催される経営会議において、事業子会社の予実状況、収支状
況、重要な事業計画の進捗等のレビューを実施し、必要に応じて協議を行
い職務執行の効率性を確保する。

⑹　監査等委員会監査の実効性確保体制
・監査等委員会は、必要に応じて監査等委員会の職務を補助する取締役及び

使用人を指名することができる。また、その場合の取締役及び使用人は、
監査等委員である取締役以外の指揮命令を受けないものとする。

・監査等委員会は、内部監査部門から内部監査状況に係る情報の提供を受け
ることができるほか、重要な会議の内容の報告を受けるものとする。また、
監査等委員会が選定した監査等委員は、必要に応じて会社の業務及び財産
の状況の調査を行うことができるものとする。

・監査等委員会は、代表取締役、会計監査人との定期的な情報交換の場を持
つものとする。

・当社及び子会社の取締役及び使用人は、業務執行において法令に違反する
事実、会社に著しい損害を与える恐れがある事実を発見した場合は、速や
かに当社の監査等委員会に報告する。また、報告をした者は、当該報告を
したことを理由として不利な取扱いを受けないものとする。

・監査等委員の職務執行について発生する費用は、監査等委員の請求により
当社が負担する。

⑺　反社会的勢力排除に向けた体制
・当社及び子会社は、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会

的勢力に対しては、取引関係を含め一切の関係をもたない。
また、反社会的勢力からの不当要求等に対しては、組織全体として毅然と
した対応をとるとともに、関連する情報の収集や蓄積を行い、反社会的勢
力排除のための仕組みを整備する。
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７　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当社が、上記、業務の適正を確保するための体制に基づき、当連結会計年度
に実施した当社グループにおける内部統制システムの運用状況は次のとおりで
あります。
⑴　コンプライアンスに関する取組み

　当社の内部統制強化を目的として、全社員を対象とした内部統制教育・コ
ンプライアンス教育等の集合教育や、ｅラーニングによる教育を実施して
おります。また、教育資料は社内イントラネット等を通じて、海外事業会
社でも閲覧できるようになっており、グループ内での内部統制強化を図っ
ております。また、取締役及び執行役員を対象に年１回、役員向けコンプ
ライアンス集合教育も実施しております。

⑵　リスク管理体制の強化
　当社は、当社グループ事業を取り巻くさまざまなリスクに対して的確な管

理・実践が可能となる事を目的に、リスク管理規程及び事業継続計画（Ｂ
ＣＰ）を策定しリスク管理体制を整備しております。

　事業継続計画（ＢＣＰ）の一環として、毎年、全社員を対象とする安否確
認テストや避難訓練、必要に応じて災害対策本部要員向けの机上訓練や参
集テストなどを実施しております。

⑶　業務執行の適正性や効率性の向上
　当社は、毎月１回経営会議を開催し、実質的な企業経営のための検討・答

申を行っており、取締役会での議論の実効性を高めております。これらの
活動を通して業務執行の適正性や効率性の向上が図られていると考えてお
ります。

⑷　当社グループにおける業務の適正性の確保
　当社は、業務の適正性と効率性の確保を目的として、必要な諸規定の制定

を行う他、企業集団における業務の適正性の確保を目的として、グループ
共通の諸規程や海外事業会社管理規程及び海外事業会社管理基準書を制定
し、グループとして業務の適正性の確保に努めております。海外子会社の
業容等に応じて、決裁の基準や手続きの見直しを実施するとともに、内部
統制システムの構築を推進しております。また、内部通報制度も導入して
おります。
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⑸　監査等委員会の監査が実効的に行われることの確保等
　当社の監査等委員は、毎月１回監査等委員会を開催し情報交換を行うとと

もに、常勤監査等委員による経営会議等の重要な会議への出席や、稟議書
等の定期的な閲覧などを通じ必要な情報を収集し、監査の実効性の向上を
図っております。コンプライアンスや内部統制の整備状況などについては、
内部監査部門と監査内容の共有を行うとともに、必要に応じて内部統制統
括事務局との会合を実施し、監査の実効性を確保しております。

　また、代表取締役及び会計監査人との定期的な会合を実施し、監査に必要
な情報交換を実施しております。

　尚、当社は監査等委員会の職務を補助する取締役及び使用人は置いており
ません。

８　剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社は、株主に対する利益還元を経営の重要政策の一つとして位置付けてお
り、業績に裏付けられた成果の配分を行うことを基本方針としております。
　この方針に基づき株主各位に対する配当は、連結配当性向30％を目途とし連
結純資産配当率も勘案したうえで、安定配当をベースに業績に応じた利益配当
を行ってまいります。
　自己株式の取得につきましては、企業環境の変化に対応した機動的な資本政
策を遂行するために、財務状況、株価の動向等を勘案しながら適切に実施して
まいります。
　また、内部留保資金につきましては、業界における急速な技術革新に対応す
るため、意欲的に新製品・新技術の知識修得に努めるほか、会社競争力の維持・
強化や企業体質の一層の強化に充当し、将来の業績向上を通じて利益還元を行
ってまいります。
　当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回としており、取締役
会の決議によって行うことができます。
　今期の配当につきましては、上記の方針及び今般の当社業績を踏まえ、期末
配当を55円とし、中間配当と合わせた年間配当は105円となります。

◎　本事業報告中の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しており
ます。
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連 結 貸 借 対 照 表 
（2020年３月31日現在）

（単位：百万円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

電 子 記 録 債 権

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

土 地

リ ー ス 資 産

そ の 他

無 形 固 定 資 産

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

62,971

7,753

32,623

1,629

16,866

349

247

3,504

△2

5,321

2,772

476

11

1,917

147

219

199

2,349

1,250

468

630

流 動 負 債 27,462
支払手形及び買掛金 13,738
電 子 記 録 債 務 2,252
短 期 借 入 金 5,148
１年内返済予定の長期借入金 600
リ ー ス 債 務 62
未 払 金 3,538
未 払 法 人 税 等 671
役 員 賞 与 引 当 金 77
そ の 他 1,373

固 定 負 債 5,715
長 期 借 入 金 5,175
リ ー ス 債 務 83
繰 延 税 金 負 債 0
退職給付に係る負債 279
資 産 除 去 債 務 97
そ の 他 79

負 債 合 計 33,178
純 資 産 の 部

株 主 資 本 32,959
資 本 金 4,361
資 本 剰 余 金 4,867
利 益 剰 余 金 24,063
自 己 株 式 △332

その他の包括利益累計額 69
その他有価証券評価差額金 225
為 替 換 算 調 整 勘 定 128
退職給付に係る調整累計額 △284

非支配株主持分 2,085
純 資 産 合 計 35,114

資 産 合 計 68,293 負 債 純 資 産 合 計 68,293
（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

(2019年 4 月 1 日から
2020年 3 月31日まで)

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高 128,206
売 上 原 価 115,491
売 上 総 利 益 12,714

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 8,541
営 業 利 益 4,173
営 業 外 収 益

受 取 利 息 2
受 取 配 当 金 18
受 取 保 険 金 27
そ の 他 58 105

営 業 外 費 用
支 払 利 息 50
為 替 差 損 72
売 上 債 権 売 却 損 17
支 払 手 数 料 12
投 資 有 価 証 券 評 価 損 18
そ の 他 13 184

経 常 利 益 4,093
特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 0
投 資 有 価 証 券 売 却 益 1 1

特 別 損 失
固 定 資 産 処 分 損 0
投 資 有 価 証 券 売 却 損 4
投 資 有 価 証 券 評 価 損 0
会 員 権 評 価 損 2 7

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 4,087
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,320
法 人 税 等 調 整 額 △8 1,311
当 期 純 利 益 2,775
非支配株主に帰属する当期純利益 59
親会社株主に帰属する当期純利益 2,716

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

(2019年 4 月 1 日から
2020年 3 月31日まで)

（単位：百万円）

残 高 及 び 変 動 事 由
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計
当 期 首 残 高 4,361 4,861 22,274 △343 31,154
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △927 △927
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 2,716 2,716
自 己 株 式 の 処 分 5 11 16
株主資本以外の項目の当
期 変 動 額 （ 純 額 ）

当 期 変 動 額 合 計 － 5 1,788 11 1,805
当 期 末 残 高 4,361 4,867 24,063 △332 32,959

残 高 及 び 変 動 事 由
そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 非 支 配

株 主 持 分 純 資 産 合 計そ の 他 有 価 証 券
評 価 差 額 金

為 替 換 算
調 整 勘 定

退 職 給 付 に 係 る
調 整 累 計 額

そ の 他 の 包 括
利 益 累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 296 181 △214 263 2,032 33,449
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △927
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 2,716
自 己 株 式 の 処 分 16
株主資本以外の項目の当
期 変 動 額 （ 純 額 ） △70 △52 △69 △193 53 △140

当 期 変 動 額 合 計 △70 △52 △69 △193 53 1,665
当 期 末 残 高 225 128 △284 69 2,085 35,114
（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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貸　借　対　照　表
（2020年３月31日現在）

（単位：百万円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
未 収 入 金
関係会社短期貸付金
前 渡 金
前 払 費 用
そ の 他

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物
構 築 物
車 両 運 搬 具
工具、器具及び備品
土 地
リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア
そ の 他

投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
長 期 前 払 費 用
前 払 年 金 費 用
そ の 他

26,820
5,875

193
20,720

0
26
3

12,293
2,515

450
17
0

67
1,917

61
87
84
2

9,690
1,160
7,833

104
129
462

流 動 負 債 5,540
短 期 借 入 金 4,060
１年内返済予定の長期借入金 600
リ ー ス 債 務 21
未 払 金 200
未 払 費 用 145
未 払 法 人 税 等 380
未 払 消 費 税 64
預 り 金 30
役 員 賞 与 引 当 金 33
そ の 他 4

固 定 負 債 5,399
長 期 借 入 金 5,175
リ ー ス 債 務 35
繰 延 税 金 負 債 17
資 産 除 去 債 務 97
そ の 他 73

負 債 合 計 10,939
純 資 産 の 部

株 主 資 本 27,949
資 本 金 4,361
資 本 剰 余 金 4,867

資 本 準 備 金 3,136
そ の 他 資 本 剰 余 金 1,730

利 益 剰 余 金 19,053
そ の 他 利 益 剰 余 金 19,053

別 途 積 立 金 9,000
繰 越 利 益 剰 余 金 10,053

自 己 株 式 △332
評 価 ・ 換 算 差 額 等 225

その他有価証券評価差額金 225
純 資 産 合 計 28,174

資 産 合 計 39,113 負 債 純 資 産 合 計 39,113
（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

－ 30 －



損　益　計　算　書

(2019年 4 月 1 日から
2020年 3 月31日まで)

（単位：百万円）
科 目 金 額

営 業 収 益 3,234
営 業 費 用 2,224
営 業 利 益 1,010
営 業 外 収 益

受 取 利 息 70
有 価 証 券 利 息 1
受 取 配 当 金 17
受 取 保 険 金 20
そ の 他 17 127

営 業 外 費 用
支 払 利 息 22
為 替 差 損 0
支 払 手 数 料 12
投 資 有 価 証 券 評 価 損 18
そ の 他 4 57

経 常 利 益 1,080
特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 1 1
特 別 損 失

固 定 資 産 処 分 損 0
投 資 有 価 証 券 評 価 損 0
投 資 有 価 証 券 売 却 損 4 5

税 引 前 当 期 純 利 益 1,075
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 364
法 人 税 等 調 整 額 △17 347
当 期 純 利 益 728

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

(2019年 4 月 1 日から
2020年 3 月31日まで)

（単位：百万円）

残高及び変動事由

株 主 資 本

資本金
資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資 本 準 備 金 そ の 他
資 本 剰 余 金

資 本 剰 余 金
合 計

その他利益剰余金 利 益 剰 余 金
合 計別途積立金 繰越利益剰余金

当 期 首 残 高 4,361 3,136 1,725 4,861 9,000 10,251 19,251
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △927 △927
当 期 純 利 益 728 728
自 己 株 式 の 処 分 5 5
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ）

当 期 変 動 額 合 計 － － 5 5 － △198 △198
当 期 末 残 高 4,361 3,136 1,730 4,867 9,000 10,053 19,053

残高及び変動事由
株 主 資 本 評価・換算差額等

純 資 産 合 計自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 そ の 他 有 価 証 券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 △343 28,131 296 296 28,427
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △927 △927
当 期 純 利 益 728 728
自 己 株 式 の 処 分 11 16 16
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ） △70 △70 △70

当 期 変 動 額 合 計 11 △182 △70 △70 △252
当 期 末 残 高 △332 27,949 225 225 28,174
（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年５月25日

萩原電気ホールディングス株式会社
取　締　役　会　御　中

有限責任 あずさ監査法人
　 名古屋事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 鬼 頭 潤 子 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 大 橋 敦 司 ㊞

監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、萩原電気ホールディングス株式会社の2019
年４月１日から2020年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、
連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、萩原電気ホールディングス株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算
書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算
書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結
計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが
含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
ら連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能
性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づ
いているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内
容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適
切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責
任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
事項について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又
は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。

以　上
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会計監査人の監査報告

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年５月25日

萩原電気ホールディングス株式会社
取　締　役　会　御　中

有限責任 あずさ監査法人
　 名古屋事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 鬼 頭 潤 子 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 大 橋 敦 司 ㊞

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、萩原電気ホールディングス株式会社
の2019年４月１日から2020年３月31日までの第63期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、
損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」とい
う。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
示しているものと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されて
いる。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類
等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書
類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から
計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性が
あり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる
場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性
に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並
びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又
は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。

以　上
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監査等委員会の監査報告
監 査 報 告 書

　当監査等委員会は2019年４月１日から2020年３月31日までの第63期事業年度における取締役の職務
の執行について監査しました。 その方法及び結果につき以下の通り報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内
容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等から
その構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとと
もに、下記の方法で監査を実施しました。

①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門等と連携の上、重要
な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説
明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び各事業子会社の主要な事業所において業務及び財産
の状況を調査いたしました。また、各事業子会社については、事業子会社の取締役及び監査役等と意
思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて事業子会社から事業の報告を受けました。
②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、
会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条
各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従
って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借
対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
　⑴　事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認
めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められ
ません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シ
ステムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認め
られません。

　⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
　　会計監査人「有限責任 あずさ監査法人」の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　⑶　連結計算書類の監査結果
　　会計監査人「有限責任 あずさ監査法人」の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2020年５月26日
萩原電気ホールディングス株式会社　監査等委員会

常勤監査等委員 宮 本 敬 三 ㊞
監査等委員 辻 中 　 修 ㊞
監査等委員 川 　脇　 喜 久 雄 ㊞
監査等委員 早 川 尚 志 ㊞

(注)監査等委員辻中 修、川脇 喜久雄及び早川 尚志は、会社法第２条第１５号及び第３３１条第６項に規
定する社外取締役であります。

以　上
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メ　　モ
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第63期定時株主総会会場ご案内図
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地下鉄　
高岳駅

萩原電気ホールディングス株式会社 本社(高岳パークビル)

会　場　名古屋市東区東桜二丁目２番１号　高岳パークビル５階
当社本社会議室

交　通　地下鉄　桜通線「高岳」駅下車（３番出口）
◎　お願い　会場には駐車場がございませんので、公共交通機関等をご利

用願います。

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。


